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北海道の通訳案内⼠の現状

制 度 ⾔ 語 登録者数 試験概要等

通訳案内⼠ 英語、フランス 全国 【⼀次】筆記試験
語、スペイン語、 17,736名 外国語、⽇本地理、⽇本歴史、
ドイツ語、中国 産業・経済・政治・⽂化に関す
語、イタリア語、 北海道 る⼀般常識
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、ロシ 307名* 【⼆次】⼝述試験
ア語、韓国語、 （英語202名、
タイ語 フランス語7名、

スペイン語8名、
ドイツ語8名、
中国語39名、
イタリア語2名、
ロシア語11名、
韓国語30名）

地域限定通訳 英語、中国語、 87名* 【⼀次】筆記試験
案内⼠ 韓国語 (英語52名、 外国語、北海道の地理、
Ｈ２０年度〜 中国語24名、 北海道の歴史、
※Ｈ２４年度 韓国語11名） 北海道の産業・経済・政治・⽂
から休⽌ 化

【⼆次】⼝述試験

特例ガイド 英語、中国語、 49名 【資格要件】
総合特区：札 韓国語、マレー (英語32名、 [語学]英語の場合、TOEIC750
幌コンテンツ 語、タイ語、ヒ 中国語11名、 点以上など
特区 ンディー語 韓国語5名、 [研修]札幌の地理・歴史、救急

タイ語1名） 救命、現場実習など
Ｈ２５年度〜 （45時間）

[⼝述試験]

登録者数:H26.4.1 *はH27.1.20
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通訳案内⼠法

（⽬的）
第⼀条 この法律は、通訳案内⼠の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国⼈観光
旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを⽬的とする。

（業務）
第⼆条 通訳案内⼠は、報酬を得て、通訳案内（外国⼈に付き添い、外国語を⽤いて、旅⾏に関する案内を
することをいう。以下同じ。）を⾏うことを業とする。

（資格）
第三条 通訳案内⼠試験に合格した者は、通訳案内⼠となる資格を有する。

（試験の⽬的）
第五条 通訳案内⼠試験は、通訳案内⼠として必要な知識及び能⼒を有するかどうかを判定することを⽬的
とする試験とする。

（試験の⽅法及び内容）
第六条 通訳案内⼠試験は、筆記及び⼝述の⽅法により⾏う。
２ 筆記試験は、次に掲げる科⽬について⾏う。
⼀ 外国語 ⼆ ⽇本地理 三 ⽇本歴史
四 産業、経済、政治及び⽂化に関する⼀般常識

３ ⼝述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について⾏う。

（登録）
第⼗⼋条 通訳案内⼠となる資格を有する者が通訳案内⼠となるには、通訳案内⼠登録簿に、⽒名、⽣年⽉
⽇、住所その他国⼟交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

（通訳案内⼠登録簿）
第⼗九条 通訳案内⼠登録簿は、都道府県に備える。

（登録の申請）
第⼆⼗条 第⼗⼋条の登録を受けようとする者は、国⼟交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道
府県知事に提出しなければならない。
２ 前項の登録申請書には、通訳案内⼠となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

（通訳案内⼠登録証）
第⼆⼗⼆条 都道府県知事は、通訳案内⼠の登録をしたときは、申請者に第⼗⼋条に規定する事項を記載し
た通訳案内⼠登録証（以下「登録証」という。）を交付する。

（通訳案内⼠でない者の業務の制限）
第三⼗六条 通訳案内⼠でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として⾏つてはならない。

第四⼗条 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 偽りその他不正の⼿段により通訳案内⼠の登録を受けた者
⼆ 第三⼗三条第⼀項の規定による業務の停⽌の処分に違反した者
三 第三⼗六条の規定に違反した者
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外国⼈観光旅客の旅⾏の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

第⼆節 地域限定通訳案内⼠
（地域限定通訳案内⼠の業務等）
第⼗⼀条 地域限定通訳案内⼠は、その資格を得た都道府県の区域において、報酬を得て、通訳案内を⾏う
ことを業とする。
２ 地域限定通訳案内⼠については、通訳案内⼠法 の規定を適⽤せず、この法律の定めるところによる。

（地域限定通訳案内⼠となる資格）
第⼗⼆条 地域限定通訳案内⼠試験に合格した者は、当該地域限定通訳案内⼠試験が⾏われた都道府県の区
域において、地域限定通訳案内⼠となる資格を有する。

（地域限定通訳案内⼠試験）
第⼗四条 地域限定通訳案内⼠試験は、地域限定通訳案内⼠として必要な知識及び能⼒を有するかどうかを
判定することを⽬的とする試験とする。
２ 地域限定通訳案内⼠試験は、都道府県知事が、当該都道府県における地域限定通訳案内⼠試験の実施に
関する事項を含む外客来訪促進計画について第四条第三項（同条第六項後段において準⽤する場合を含む。）
の規定により観光庁⻑官が同意した場合に限り、次条から第⼆⼗⼀条まで及び第⼆⼗四条第⼀項の規定並び
に観光庁⻑官の定める基準に基づき、これを⾏う。

（試験の⽅法及び内容）
第⼗五条 地域限定通訳案内⼠試験は、筆記及び⼝述の⽅法により⾏う。
２ 筆記試験は、次に掲げる科⽬について⾏う。
⼀ 外国語
⼆ 当該都道府県の区域に係る地理
三 当該都道府県の区域に係る歴史
四 当該都道府県の区域に係る産業、経済、政治及び⽂化

３ ⼝述試験は、筆記試験に合格した者につき、当該都道府県の区域における通訳案内の実務について⾏う。

（試験の細⽬）
第⼆⼗⼀条 この法律に定めるもののほか、指定試験機関その他地域限定通訳案内⼠試験に関し必要な事項
は、政令で定める。

（資格を得た都道府県の区域以外における業務の制限）
第⼆⼗⼆条 地域限定通訳案内⼠は、その資格を得た都道府県の区域以外において、報酬を得て、通訳案内
を業として⾏ってはならない。

第三⼗三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第⼆⼗⼆条の規定に違反した者
⼆ 偽りその他不正の⼿段により地域限定通訳案内⼠の登録を受けた者
三 第⼆⼗四条第三項において準⽤する通訳案内⼠法第三⼗三条第⼀項 の規定による業務の停⽌の処分に
違反した者
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総合特別区域法

（通訳案内⼠法 の特例）
第⼆⼗条 指定地⽅公共団体が、第⼗⼆条第⼆項第⼀号に規定する特定国際戦略事業として、国際戦略総合
特別区域通訳案内⼠育成等事業（通訳案内⼠と連携して外国⼈観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、国
際戦略総合特別区域における産業の国際競争⼒の強化を図るため、国際戦略総合特別区域通訳案内⼠（次項
に規定する国際戦略総合特別区域通訳案内⼠をいう。以下この項において同じ。）の育成、確保及び活⽤を図
る事業をいう。別表第⼀の三の項において同じ。）を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理⼤
⾂の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の⽇以後は、当該国際戦略総合特別区域通訳案内⼠
育成等事業に係る国際戦略総合特別区域通訳案内⼠については、次項から第⼗四項までに定めるところによ
る。

２ 国際戦略総合特別区域通訳案内⼠は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域において、報酬を得
て、通訳案内（通訳案内⼠法 （昭和⼆⼗四年法律第⼆百⼗号）第⼆条 に規定する通訳案内をいう。以下同
じ。）を⾏うことを業とする。

３ 国際戦略総合特別区域通訳案内⼠については、通訳案内⼠法 の規定を適⽤しない。

４ 第⼀項の認定を受けた指定地⽅公共団体が⾏う当該指定に係る国際戦略総合特別区域の特性に応じた通
訳案内に関する研修を修了した者は、当該国際戦略総合特別区域の区域において、国際戦略総合特別区域通
訳案内⼠となる資格を有する。

６ 国際戦略総合特別区域通訳案内⼠は、その資格を得た国際戦略総合特別区域の区域以外において、報酬
を得て、通訳案内を業として⾏ってはならない。

８ 通訳案内⼠法第三章 の規定は、地域活性化総合特別区域通訳案内⼠の登録について準⽤する。
＜以下略＞

１１ 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第六項の規定に違反した者
⼆ 偽りその他不正の⼿段により国際戦略総合特別区域通訳案内⼠の登録を受けた者
三 第九項において準⽤する通訳案内⼠法第三⼗三条第⼀項 の規定による業務の停⽌の処分に違反した者
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国家戦略特別区域法及び構造改⾰特別区域法の⼀部を改正する法律案
※第１８７回臨時国会に平成26年10⽉31⽇に提出されたもの（廃案）

第⼆条構造改⾰特別区域法（平成⼗四年法律第百⼋⼗九号）の⼀部を次のように改正する。

第⼗九条の次に次の⼀条を加える。
（通訳案内⼠法の特例）
第⼗九条の⼆ 地⽅公共団体が、その設定する構造改⾰特別区域において、地域固有の観光の魅⼒について
の通訳案内（通訳案内⼠法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百⼗号）第⼆条に規定する通訳案内をいう。以下この条
において同じ。）に対する外国⼈観光旅客の需要の動向その他の事情からみて、地域限定特例通訳案内⼠（次
項に規定する地域限定特例通訳案内⼠をいう。以下この項において同じ。）の育成、確保及び活⽤を図る事業
（以下この項及び別表第九号の⼆において「地域限定特例通訳案内⼠育成等事業」という。）を実施すること
が、通訳案内⼠と連携して外国⼈観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、地域における観光の振興を図る
ため必要であると認めて内閣総理⼤⾂の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の⽇以後は、当
該地域限定特例通訳案内⼠育成等事業に係る地域限定特例通訳案内⼠については、次項から第⼗四項までに
定めるところによる。

２ 地域限定特例通訳案内⼠は、その資格を得た構造改⾰特別区域の区域において、報酬を得て、通訳案内を
⾏うことを業とする。

３ 地域限定特例通訳案内⼠については、通訳案内⼠法の規定を適⽤しない。

４ 第⼀項の認定を受けた地⽅公共団体が⾏う当該認定に係る構造改⾰特別区域の特性に応じた通訳案内に関
する研修を修了した者は、当該構造改⾰特別区域の区域において、地域限定特例通訳案内⼠となる資格を有
する。

６ 地域限定特例通訳案内⼠は、その資格を得た構造改⾰特別区域の区域以外において、報酬を得て、通訳案
内を業として⾏ってはならない。

８ 通訳案内⼠法第三章の規定は、地域限定特例通訳案内⼠の登録について準⽤する。＜以下略＞

11 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第六項の規定に違反した者
⼆ 偽りその他不正の⼿段により地域限定特例通訳案内⼠の登録を受けた者
三 第九項において準⽤する通訳案内⼠法第三⼗三条第⼀項の規定による業務の停⽌の処分に違反した者
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生活福祉資金貸付条件等一覧 

生活福祉資金貸付条件等一覧 

資金の種類
貸付条件

貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人

総

合

支

援

資

金

生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用

（二人以上）月20万円以内 

（単身）  月15万円以内 

・貸付期間:12月以内

終貸付

日から６月

以内

据置期間

経過後 

20年以内

保証人あ

り 

無利子 

 

保証人な

し 

年1.5％

原則必

要 

 

ただ

し、保

証人な

しでも

貸付可

住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
貸付けの

日（生活支

援費とあ

わせて貸し

付けている

場合は、生

活支援費

の 終貸

付日）から

６月以内

一時生活再建費

・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと 

 が困難である費用 

 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 

 滞納している公共料金等の立て替え費用 

 債務整理をするために必要な経費  等

60万円以内

福

祉

資

金

福祉費 

・生業を営むために必要な経費 

・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために

 必要な経費 

・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 

・福祉用具等の購入に必要な経費 

・障害者用の自動車の購入に必要な経費 

・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 

・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を

 維持するために必要な経費 

・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び 

 その期間中の生計を維持するために必要な経費 

・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 

・冠婚葬祭に必要な経費 

・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 

・就職、技能習得等の支度に必要な経費 

・その他日常生活上一時的に必要な経費

580万円以内 

※資金の用途に応じて 

 上限目安額を設定

貸付けの

日（分割に

よる交付

の場合に

は 終貸

付日）から

６月以内

据置期間

経過後 

20年以内

保証人あ

り 

無利子 

 

保証人な

し 

年1.5％

 原則

必要 

 

ただ

し、保

証人な

しでも

貸付可

緊急小口資金 
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける 

 少額の費用
10万円以内

貸付けの

日から２月

以内

据置期間

経過後 

８月以内

無利子 不要

教

育

支

援

資

金

教育支援費 
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修

 学するために必要な経費

<高校>月3.5万円以内 

<高専>月6万円以内 

<短大>月6万円以内 

<大学>月6.5万円以内
卒業後６月

以内

据置期間

経過後 

20年以内

無利子

不要 

 

※世帯

内で連

帯借受

人が必

要
就学支度費 

・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への

 入学に際し必要な経費
50万円以内

不

動

産

担

保

型

生

活

資

金

不動産担保型 

生活資金 

・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として 

 生活資金を貸し付ける資金

・土地の評価額の70％程度

・月30万円以内 

・貸付期間 

借受人の死亡時までの 

期間又は貸付元利金が 

貸付限度額に達するま 

での期間。

契約終了

後３月以内

据置期間

終了時

年3%、又

は長期ﾌﾟ

ﾗｲﾑﾚｰﾄ

のいずれ

か低い利

率

要 

 

※推定

相続人

の中か

ら選任

要保護世帯向け 

不動産担保型 

生活資金 

・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として 

 生活資金を貸し付ける資金

・土地及び建物の評価額の

 70％程度（集合住宅の場

合は50％） 

・生活扶助額の1.5倍以内 

・貸付期間 

借受人の死亡時までの 

期間又は貸付元利金が 

貸付限度額に達するま 

 での期間

不要
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